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(57)【要約】
【課題】固定具がオスコネクタとメスコネクタとを締め
付けを緩める方向へ移動するのを確実に阻止することが
できる接続部材を提供する。
【解決手段】オスコネクタ２の前方部２Ｆをメスコネク
タ１５の後方部１５Ｂに接続し、当該接続部を外周から
固定具１０´で締め付けて固定するとき、オスコネクタ
２の係止部４の第２端部４．２Ｔ側が、固定具１０´の
第１テーパーＴ１に接触し、さらにストレート部１１Ｓ
を経て、段部１１ＤＳと接触する。さらに第２端部４．
２Ｔ側は、外側から固定具１０´のストレート部１１Ｓ
より外圧を受け、段部１１ＤＳに接触して固定される。
第２端部４．２Ｔ側は、ストレート部１１Ｓとの摩擦抵
抗と段部１１ＤＳとの接触により、固定部１０´が緩む
方向である第２端部側に移動して、オスコネクタ２とメ
スコネクタ１５の接続部の締め付けの緩みを防止するこ
とができる。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
オスコネクタ（２）と固定具（１０´）とメスコネクタ（１５）とを有し、
前記オスコネクタ（２）、前記固定具（１０´）及び前記メスコネクタ（１５）は、長手
方向と当該長手方向に略垂直に交差する側部方向とを有し、当該長手方向は第１端部と第
２端部とを有し、
前記オスコネクタ（２）は、第１端部側に前方部（２Ｆ）を有し、第２端部側に後方部（
２Ｂ）を有し、前記前方部（２Ｆ）と前記後方部（２Ｂ）との間に中間部（２Ｍ）を有し
、当該中間部（２Ｍ）の側部方向に係止部（４）を突設し、当該係止部（４）は前記中間
部（２Ｍ）に一体に固定して形成し、
前記固定具（１０）は、内壁に段部（１０ＤＳ）を形成し、当該段部（１０ＤＳ）を境界
として、当該段部（１０ＤＳ）よりも第１端部側を前方部（１０Ｆ）として形成し、当該
段部（１０ＤＳ）よりも第２端部側を後方部（１０Ｂ）として形成し、
前記前方部（１０Ｆ）は、内壁面に螺子（１１）を形成し、
前記後方部（１０Ｂ）の内壁面は、第２端部側から第１端部側に向けて、突部（１１Ｔ´
）、ストレート部（１１Ｓ）及び第１テーパー（ＴＰ１）を形成し、
前記第１テーパー（ＴＰ１）は、前記第２端部側から第１端部側に上るように形成し、
前記突部（１１Ｔ´）の第１端部側に段部（１１ＤＳ）を形成し、
前記第１テーパー（ＴＰ１）の第２端部側にストレート部（１１Ｓ）を形成し、当該スト
レート部（１１Ｓ）の第２端部側に前記段部（１１ＤＳ）を形成し、
前記後方部（１０Ｂ）は、第１内径（ＩＤ１）と第２内径（ＩＤ２）とを有し、
　　前記固定具（１０´）の後方部（１０Ｂ）の第１内径（ＩＤ１）は、第１テーパー（
ＴＰ１）の第１端部側から前記後方部（１０Ｂ）の第１端部側の内径であり、
前記固定具（１０´）の後方部（１０Ｂ）の第２内径（ＩＤ２）は、前記突部（１１Ｔ´
）を形成した区域の内径であり、
前記第１内径（ＩＤ１）と前記第２内径（ＩＤ２）の大きさは、ＩＤ１＞ＩＤ２となるよ
うに形成し、
前記メスコネクタ（１５）は、第１端部側に前方部（１５Ｆ）を有し、第２端部側に後方
部（１５Ｂ）を有し、
前記後方部（１５Ｂ）は、第２端部側の側部方向に螺子（１８）を形成し、前記螺子（１
８）は、前記固定具（１０´）の螺子（１１）と螺合する螺子であり、
前記オスコネクタ（２）の係止部（４）の外径（４Ｄ）の大きさを１００とすると、
前記第２内径（ＩＤ２）は、８０以上～９９以下に形成し、
前記第１内径（ＩＤ１）大きさは、１００以上～１１０以下に形成し、
前記固定具（１０´）の後方部（１０Ｂ）は、第３内径（ＩＤ３）を有し、
当該第３内径（ＩＤ３）は、前記第１テーパー（ＴＰ１）の第２端部側から前記突起部（
１１Ｔ´）の段部（１１ＤＳ）に至るまでの内径であり、
当該第３内径（ＩＤ３）、前記第１内径（ＩＤ１）及び第２内径（ＩＤ２）との大きさは
、ＩＤ１＞ＩＤ３＞ＩＤ２となるように形成し、
前記係止部（４）の外径（４Ｄ）と前記第３内径（ＩＤ３）の大きさは、外径（４Ｄ）＞
第３内径（ＩＤ３）となるように形成し、
前記オスコネクタ（２）の前方部（２Ｆ）を前記メスコネクタ（１５）の後方部（１５Ｂ
）に接続し、当該接続部を外周から前記固定具（１０´）で締め付けて固定するとき、前
記オスコネクタ（２）の係止部（４）は、外径（４Ｄ）を有する部分が第１端部側から第
２端部側に亘って、前記固定具（１０）の第１内径（ＩＤ１）から第１テーパ（ＴＰ１）
を経て第３内径（ＩＤ３）の形成領域内に接近ないし接触して位置し、
前記オスコネクタ（２）の係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側が、前記固定具（１０
´）の第１テーパー（ＴＰ１）に接触し、
前記係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側は、前記第１テーパー（ＴＰ１）に沿って下
るように、第２端部方向に移動し、
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前記係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側は、前記ストレート部（１１Ｓ）を経て、前
記段部（１１ＤＳ）と接触し、
前記係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側は、外側から前記固定具（１０´）のストレ
ート部（１１Ｓ）より外圧を受け、さらに前記段部（１１ＤＳ）に接触して固定され、
前記オスコネクタ（２）の係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側は、前記ストレート部
（１１Ｓ）との摩擦抵抗と、前記段部（１１ＤＳ）との接触により、
前記固定部（１０´）が緩む方向である第２端部側に移動して、オスコネクタ（２）とメ
スコネクタ（１５）の接続部の締め付けの緩みを防止することができるようにした、こと
を特徴とする接続部材（１）。
 
【請求項２】
前記オスコネクタ（２）の係止部（４）は側部方向に外径（４Ｄ）を有し、
当該外径（４Ｄ）の大きさと、前記固定具（１０´）の後方部（１０Ｂ）の第１内径（Ｉ
Ｄ１）及び第２内径（ＩＤ２）の大きさの関係は、
（Ａ）第１内径（ＩＤ１）＞外径（４Ｄ）＞第２内径（ＩＤ２）の順に大きく形成するか
、または
（Ｂ）前記第１内径（ＩＤ１）と前記係止部（４）の外径（４Ｄ）を同じに形成し、当該
第１内径（ＩＤ１）及び前記係止部（４）の外径（４Ｄ）を、前記第２内径（ＩＤ２）よ
りも大きく形成し、
（第１内径（ＩＤ１）＝外径（４Ｄ））＞第２内径（ＩＤ２）となるように形成した、
ことを特徴とする請求項１に記載の接続部材（１）。
 
【請求項３】
前記固定具（１０´）の第１テーパー（ＴＰ１）の勾配（θ１）を、１５度～７５度に形
成したことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の接続部材（１）。
 
【請求項４】
前記オスコネクタ（２）を硬質部材で形成し、前記固定具（１０´）を半硬質部材で形成
するか、または
前記オスコネクタ（２）を半硬質部材で形成し、前記固定具（１０´）を硬質部材で形成
したことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の接続部材（１）。
 
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の接続部材（１）を有することを特徴とする
医療用具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、固定具付の接続部材の改良に関する。接続部材の接続部を固定具で締め付
けた後も、固定具の締め付けが緩んだり外れることのない接続部材に関する。本願の接続
部材は、血液の体外循環回路、カテーテル類、輸液・輸血セット等の医療用具に使用され
る。
　　固定具とは、例えば「ルアーロック」と称するものを意味するが、「ルアーロック」
と同等の機能を有するものは全て含まれる。
接続部材とは、例えば「オスコネクタとメスコネクタ」と称するコンビネーション部材を
意味するが、これらと同等の機能を有するものは全て含まれる。
【背景技術】
【０００２】
図１４は、公知の接続部材５１とその使用状態図である。
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図１４（Ａ）（オスコネクタとメスコネクタの接続前）に例示するように接続部材５１は
、オスコネクタ５２と固定具６０とメスコネクタ６５とから構成される。
　図１４に例示するように、接続部材５１を構成するオスコネクタ５２、固定具６０、メ
スコネクタ６５等の管状（またはチューブ状、筒状という場合もある）の部材ないし当該
管状の部材の形態を一部でも含む各構成部品は、長手方向と当該長手方向に略垂直に交差
する側部（外周）方向とを有する。
【０００３】
オスコネクタ５２の長手方向は、メスコネクタ６５と接続する際に、メスコネクタ６５に
近い端部を第１端部、メスコネクタ６５から遠い端部を第２端部として記載する。
メスコネクタ６５の長手方向は、オスコネクタ５２と接続する際に、オスコネクタ５２に
近い端部を第２端部、オスコネクタ５２から遠い端部を第１端部として記載する。
固定具６０の長手方向は、メスコネクタ６５に近い端部を第１端部、メスコネクタ６５か
ら遠い端部を第２端部として記載する。
【０００４】
図１４（Ｂ）（接続開始）に例示するように、固定具６０をオスコネクタ５２の第２端部
側から側部方向に装着する。
図１４（Ｃ）（固定具で締め付ける状態）に例示するように、オスコネクタ５２の第１端
部側とメスコネクタ６５の第２端部側とを接合し、メスコネクタ６５の第２端部側の側部
方向に形成した係止部６８を、固定具６０の内壁面に形成した螺子部６１に係止する。さ
らに固定具６０を右回転させて、螺子部６１により、オスコネクタ５２とメスコネクタ６
５の接続部の外周から締め付けて固定するようにしている。
図１４（Ｄ）は固定具の締め付けを緩める状態を示す概略図である。
【０００５】
このように固定具６０を右回転させて、その螺子部６１により、接続部の外周を締め付け
ているので、（ａ）締め付けが緩すぎると、衝撃や振動を受けた場合、逆方向に回転して
、簡単にはずれてしまうことがあった。（ｂ）逆に締め付ける力が強すぎるとオスコネク
タ５２とメスコネクタ６５の接続が解除できなくなったり、メスコネクタ６５にひび割れ
が発生する等の難点があった。（ｃ）固定具６０は、内壁面に形成した螺合部６１とメス
コネクタ６５の螺子部６８との摩擦、並びに螺子部６１の後方内壁面とオスコネクタ５２
の側部方向に形成した係止部５４との摩擦で固定されているので、緩みやすかった。
【０００６】
　ところで、特許文献１には、ロック部材（固定具）及びコネクタの種類によらず、オス
コネクタとメスコネクタとを緩み難く接合することが可能なオスコネクタの発明が記載さ
れている。
すなわち図１５に例示するようにオスコネクタ１０１の第２端部側の側部方向に、拡大部
１１５を形成している。図１５では、拡大部１１５の機能がよく理解できるように、拡大
部１１５を長手方向きに拡大して記載している。
【０００７】
拡大部１１５は、オスコネクタ１０１とメスコネクタ１０３とを嵌合（接合）し、かつロ
ックナット（固定具）１０２とメスコネクタ１０３とが螺合した状態で、ロックナット１
０２の第２端部側に形成した貫通孔１０２Ｏを側部方向に押し広げることにより、ロック
ナットの緩みを防いでいる。
さらにいえば、拡大部１１５は、第２端部方向から第1端部方向へ上る（第１端部方向か
ら第２端部方向へ下る）テーパー１１５Ｔを有している。
ロックナット１０２は、テーパー１１５Ｔに沿って第１端部方向へ移動するときに、オス
コネクタとメスコネクタを締め付け、テーパー１１５Ｔに沿って第２端部方向へ移動する
ときに、オスコネクタとメスコネクタを締め付け状態から緩めるように機能する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】特開２００７－３３０３４号公報（図１、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
公知の接続部材５１は、（ａ）締め付けが緩すぎると、衝撃や振動を受けた場合、逆方向
に回転して、簡単にはずれてしまう。（ｂ）逆に締め付ける力が強すぎるとオスコネクタ
５２とメスコネクタ６５の接続が解除できなくなったり、メスコネクタ６５にひび割れが
発生する。（ｃ）内壁面に形成した螺合部６１とメスコネクタ６５の螺子部６８との摩擦
、並びに螺子部６１の後方内壁面とオスコネクタ５２の側部方向に形成した係止部５４と
の摩擦で固定されているので、緩みやすかった。
【００１０】
特許文献１に記載の発明は、ロックナット１０２の貫通孔１０２Ｏを押し広げる度合い（
程度）を大きな設計にすると締め付けを確実に行うことができる。その反面、あまり大き
な設計にし過ぎると、貫通孔１０２Ｏを押し広げるのに大きな力が必要となり、操作性が
悪くなる。
他方、貫通孔を押し広げる度合い（程度）をあまり小さな設計にしすぎると、貫通孔１０
２Ｏを押し広げるのは容易となるが（小さな力で十分）、締め付ける力が弱くなりすぎる
。
さらにいえば、オスコネクタ１０１の拡大部１１５は、第１端部方向から第２端部方向へ
下るテーパー１１５Ｔを有するので、拡大部１１５の形態（長さ、テーパ）を、貫通孔を
押し広げる度合い（程度）をあまり小さな設計にしすぎると、ロックナット１０２がテー
パー１１５Ｔに沿って第２端部方向（オスコネクタとメスコネクタを締め付け状態から緩
めるように機能する方向）への移動を阻止することができなくなる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　　そこで本発明者は、以上の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、次の発明に
到達した。本発明にしたがえば、以下の接続部材が提供される。
【００１２】
［１］本発明は、オスコネクタ（２）と固定具（１０´）とメスコネクタ（１５）とを有
し、
前記オスコネクタ（２）、前記固定具（１０´）及び前記メスコネクタ（１５）は、長手
方向と当該長手方向に略垂直に交差する側部方向とを有し、当該長手方向は第１端部と第
２端部とを有し、
前記オスコネクタ（２）は、第１端部側に前方部（２Ｆ）を有し、第２端部側に後方部（
２Ｂ）を有し、前記前方部（２Ｆ）と前記後方部（２Ｂ）との間に中間部（２Ｍ）を有し
、当該中間部（２Ｍ）の側部方向に係止部（４）を突設し、当該係止部（４）は前記中間
部（２Ｍ）に一体に固定して形成し、
前記固定具（１０）は、内壁に段部（１０ＤＳ）を形成し、当該段部（１０ＤＳ）を境界
として、当該段部（１０ＤＳ）よりも第１端部側を前方部（１０Ｆ）として形成し、当該
段部（１０ＤＳ）よりも第２端部側を後方部（１０Ｂ）として形成し、
前記前方部（１０Ｆ）は、内壁面に螺子（１１）を形成し、
前記後方部（１０Ｂ）の内壁面は、第２端部側から第１端部側に向けて、突部（１１Ｔ´
）、ストレート部（１１Ｓ）及び第１テーパー（ＴＰ１）を形成し、
前記第１テーパー（ＴＰ１）は、前記第２端部側から第１端部側に上るように形成し、
前記突部（１１Ｔ´）の第１端部側に段部（１１ＤＳ）を形成し、
前記第１テーパー（ＴＰ１）の第２端部側にストレート部（１１Ｓ）を形成し、当該スト
レート部（１１Ｓ）の第２端部側に前記段部（１１ＤＳ）を形成し、
前記後方部（１０Ｂ）は、第１内径（ＩＤ１）と第２内径（ＩＤ２）とを有し、
　　前記固定具（１０´）の後方部（１０Ｂ）の第１内径（ＩＤ１）は、第１テーパー（
ＴＰ１）の第１端部側から前記後方部（１０Ｂ）の第１端部側の内径であり、



(6) JP 2017-831 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

前記固定具（１０´）の後方部（１０Ｂ）の第２内径（ＩＤ２）は、前記突部（１１Ｔ´
）を形成した区域の内径であり、
前記第１内径（ＩＤ１）と前記第２内径（ＩＤ２）の大きさは、ＩＤ１＞ＩＤ２となるよ
うに形成し、
前記メスコネクタ（１５）は、第１端部側に前方部（１５Ｆ）を有し、第２端部側に後方
部（１５Ｂ）を有し、
前記後方部（１５Ｂ）は、第２端部側の側部方向に螺子（１８）を形成し、前記螺子（１
８）は、前記固定具（１０´）の螺子（１１）と螺合する螺子であり、
前記オスコネクタ（２）の係止部（４）の外径（４Ｄ）の大きさを１００とすると、
前記第２内径（ＩＤ２）は、８０以上～９９以下に形成し、
前記第１内径（ＩＤ１）大きさは、１００以上～１１０以下に形成し、
前記固定具（１０´）の後方部（１０Ｂ）は、第３内径（ＩＤ３）を有し、
当該第３内径（ＩＤ３）は、前記第１テーパー（ＴＰ１）の第２端部側から前記突起部（
１１Ｔ´）の段部（１１ＤＳ）に至るまでの内径であり、
当該第３内径（ＩＤ３）、前記第１内径（ＩＤ１）及び第２内径（ＩＤ２）との大きさは
、ＩＤ１＞ＩＤ３＞ＩＤ２となるように形成し、
前記係止部（４）の外径（４Ｄ）と前記第３内径（ＩＤ３）の大きさは、外径（４Ｄ）＞
第３内径（ＩＤ３）となるように形成し、
前記オスコネクタ（２）の前方部（２Ｆ）を前記メスコネクタ（１５）の後方部（１５Ｂ
）に接続し、当該接続部を外周から前記固定具（１０´）で締め付けて固定するとき、前
記オスコネクタ（２）の係止部（４）は、外径（４Ｄ）を有する部分が第１端部側から第
２端部側に亘って、前記固定具（１０）の第１内径（ＩＤ１）から第１テーパ（ＴＰ１）
を経て第３内径（ＩＤ３）の形成領域内に接近ないし接触して位置し、
前記オスコネクタ（２）の係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側が、前記固定具（１０
´）の第１テーパー（ＴＰ１）に接触し、
前記係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側は、前記第１テーパー（ＴＰ１）に沿って下
るように、第２端部方向に移動し、
前記係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側は、前記ストレート部（１１Ｓ）を経て、前
記段部（１１ＤＳ）と接触し、
前記係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側は、外側から前記固定具（１０´）のストレ
ート部（１１Ｓ）より外圧を受け、さらに前記段部（１１ＤＳ）に接触して固定され、
前記オスコネクタ（２）の係止部（４）の第２端部（４．２Ｔ）側は、前記ストレート部
（１１Ｓ）との摩擦抵抗と、前記段部（１１ＤＳ）との接触により、
前記固定部（１０´）が緩む方向である第２端部側に移動して、オスコネクタ（２）とメ
スコネクタ（１５）の接続部の締め付けの緩みを防止することができるようにした接続部
材（１）を提供する。
【００１３】
［２］本発明は、前記オスコネクタ（２）の係止部（４）は側部方向に外径（４Ｄ）を有
し、
当該外径（４Ｄ）の大きさと、前記固定具（１０´）の後方部（１０Ｂ）の第１内径（Ｉ
Ｄ１）及び第２内径（ＩＤ２）の大きさの関係は、
（Ａ）第１内径（ＩＤ１）＞外径（４Ｄ）＞第２内径（ＩＤ２）の順に大きく形成するか
、または
（Ｂ）前記第１内径（ＩＤ１）と前記係止部（４）の外径（４Ｄ）を同じに形成し、当該
第１内径（ＩＤ１）及び前記係止部（４）の外径（４Ｄ）を、前記第２内径（ＩＤ２）よ
りも大きく形成し、
（第１内径（ＩＤ１）＝外径（４Ｄ））＞第２内径（ＩＤ２）となるように形成した
接続部材（１）を提供する。
［３］本発明は、前記固定具（１０´）の第１テーパー（ＴＰ１）の勾配（θ１）を、１
５度～７５度に形成した［１］または［２］に記載の接続部材（１）を提供する。
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［４］本発明は、前記オスコネクタ（２）を硬質部材で形成し、前記固定具（１０´）を
半硬質部材で形成するか、または
前記オスコネクタ（２）を半硬質部材で形成し、前記固定具（１０´）を硬質部材で形成
した［１］から［３］のいずれか１項に記載の接続部材（１）を提供する。
［５］本発明は、［１］から［４］のいずれか１項に記載の接続部材（１）を有する医療
用具を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　　本発明の接続部材は、特許文献１に記載の発明と比較して、以下の効果を有する。
〈１〉固定具１０は、軽い力で回転させるのみで、オスコネクタ２の長手方向に沿って第
１端部方向へ移動し、オスコネクタ２とメスコネクタ１５を外周から強い力で締め付ける
ことができる。
〈２〉さらにオスコネクタ２の係止部４と、固定具１０´のストレート部１１Ｓ、段部１
１ＤＳとの摩擦抵抗、接触とにより、固定具１０´が第２端部方向（オスコネクタとメス
コネクタとを締め付けを緩める方向）へ移動するのを確実に阻止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は参考例の接続部材に使用される固定具の概略図である。（Ａ）は正面図、
（Ｂ）は右側面図、（Ｃ）は左側面図、（Ｄ）は（Ａ）のＡ－Ａ断面図、（Ｅ）はＣの一
部拡大図、（Ｆ）はＤの一部拡大図である。
【図２】図２は図１の固定具の拡大断面図である。
【図３】図３は図２の第２端部側の一部拡大図である。
【図４】図４は参考例の接続部材のオスコネクタとメスコネクタの接続前を示す概略図で
ある。（Ａ）は正面図、（Ｂ）は（Ａ）の縦断面［（Ｅ）のＡ－Ａ断面図］、（Ｃ）は斜
見図、（Ｄ）は（Ｃ）を１８０°背面から見た斜見図、（Ｅ）は（Ａ）の右側面図である
。［以下、図５～図６、図８～図１０の（Ａ）～（Ｅ）も図４と同じである］
【図５】図５は参考例の接続部材のオスコネクタとメスコネクタの接続開始を示す概略図
である。（Ｂ）は（Ａ）の縦断面［（Ｅ）のＢ－Ｂ断面図］である。
【図６】図６は参考例の接続部材のオスコネクタとメスコネクタの接続途中を示す概略図
である。
【図７】図７は参考例の接続部材の使用状態（オスコネクタとメスコネクタを接続し、固
定具で締め付けているところ）の拡大図である。（Ａ）は拡大図、（Ｂ）は（Ａ）の一部
拡大図である。
【図８】図８は参考例の接続部材のオスコネクタとメスコネクタの接続し、固定具で締め
付けた状態を示す概略図である。
【図９】図９は参考例の接続部材のオスコネクタとメスコネクタの取り外しを開始したと
ころの概略図である。
【図１０】図１０は参考例の接続部材のオスコネクタとメスコネクタの取り外した状態の
概略図である。
【図１１】図１１は、本発明の接続部財に使用する固定具の実施例を示す拡大断面図であ
る。
【図１２】図１２は、図１１の固定具を使用した本発明の接続部材の使用状態（オスコネ
クタとメスコネクタを接続し、固定具で締め付けているところ）の拡大図である。
【図１３】図１３は、図１１の固定具を使用した本発明の接続部材の使用状態（オスコネ
クタとメスコネクタを接続し、固定具で締め付けているところ）の拡大図である。
【図１４】図１４は、公知の接続部材その使用状態図である。（Ａ）はオスコネクタとメ
スコネクタの接続前、（Ｂ）は接続開始、（Ｃ）は固定具で締め付ける状態、（Ｄ）は固
定具の締め付けを緩める状態を示す概略図である。
【図１５】図１５は、特許文献１に記載の接続部材の概略図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　以下、図面を参照しながら参考例と本発明の接続部材を詳細に説明する。参考例と本発
明の接続部材は、固定具１０と固定具１０´の一部が異なるのみで、オスコネクタ２とメ
スコネクタ１０は共通している。
　　最初に参考例の接続部材を説明したのち、本発明の接続部材について、固定具１０´
を主にして説明する。
参考例の接続部材１は、オスコネクタ２と固定具１０とメスコネクタ１５とを有する。
　　図１～図１０に例示するように、参考例の接続部材１を構成するオスコネクタ２、固
定具１０、及びメスコネクタ１５は管状の部材である。管状とは、チューブ状または筒状
という場合もある。
これらの管状の部材、当該管状の部材の形態を一部でも含むオスコネクタ２、固定具１０
、及びメスコネクタ１５の各構成部品は、長手方向と当該長手方向に略垂直に交差する側
部方向とを有する。側部方向は、または外周方向、径方向、半径方向という場合もある。
【００１７】
オスコネクタ２、固定具１０、及びメスコネクタ１５の各構成部品は、それぞれ長手方向
に第１端部と第２端部とを有する。
以下、参考例と本発明の説明で、オスコネクタ２の第１端部とは、メスコネクタ１５と接
続する際に、メスコネクタ１５に近い端部のことを意味する。オスコネクタ２の第２端部
とは、メスコネクタ１５から遠い端部のことを意味する。
メスコネクタ１５の第１端部とは、オスコネクタ２と接続する際に、オスコネクタ２から
遠い端部を意味する。メスコネクタ１５の第２端部とは、オスコネクタ２に近い端部を意
味する。
固定具１０、１０´の第１端部とは、メスコネクタ１５に近い端部を意味する。固定具１
０、１０´の第２端部とは、メスコネクタ１５から遠い端部を意味する。
【００１８】
［オスコネクタ］
オスコネクタ２は、図４（Ａ）、（Ｂ）に例示するように、第１端部側の前方部２Ｆと第
２端部側の後方部２Ｂとからなり、前方部２Ｆと後方部２Ｂとの間の中間部２Ｍの側部方
向に、係止部４を突設している。換言すれば係止部４は中間部２Ｍに一体に固定して形成
している。
前方部２Ｆの内外壁は、図４（Ａ）、（Ｂ）に例示するように第２端部側から第１端部側
に下るテーパー（図中、符号の記載は略）を形成している。
第１端部側のテーパー（図中、符号の記載は略）は、勾配をわずかに大きくしている。
【００１９】
係止部４は、（後述するように）前方部２Ｆをメスコネクタ１５の後方部１５Ｂに挿入し
て接続した後、これらの接続部をさらに側部方向から固定具１０で締め付けて固定する時
に、（後述する固定具１０の第１テーパーＴＰ１とともに）固定具１０が第２端部側に移
動して、締め付けが緩むのを防ぐストッパーとしての役割を果たす。
係止部４は、中間部２Ｍの側部方向の全域に、フランジ状（または鍔部という場合もある
）に形成するのがよいが、側部方向の一部に、不連続状に形成してもよい。
要するに、係止部４は第２端部側が、固定具１０の第１テーパーＴＰ１に係合できる形態
に形成されておればよい。
係止部４は、図３に一部点線（破線）で例示するように、側部方向に延びる外径４Ｄを有
する。詳細は後述する。
【００２０】
［固定具１０］
　　固定具１０は、図１、図２に例示するように第１端部側の前方部１０Ｆと第２端部側
の後方部１０Ｂとからなる。
前方部１０Ｆは、外径（側部方向の長さ）を（後方部１０Ｂと比較して）大径に形成して
いる。前方部１０Ｆは、図１、図２に例示するように第１端部側（前方）から略中間部に



(9) JP 2017-831 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

至る部分を含む。
前方部１０Ｆは、内壁面に螺子１１を形成している。螺子１１は、（後述する）メスコネ
クタ１５の螺子１８と螺合される。
後方部１０Ｂは、外径の大部分を（前方部１０Ｆと比較して）小径に形成している。
後方部１０Ｂの第１端部側の内壁と、前方部１０Ｆの第２端部側の内部との間に、段部１
０ＤＳを形成している。
以下後方部１０Ｂの第１端部側の内壁を段部１０ＤＳ（図２参照）として記載する。
【００２１】
後方部１０Ｂは、第２端部側に開口部Ｏ（図２参照）を形成している。
後方部１０Ｂの内壁面は、第２端部側の開口部Ｏから第１端部側に向けて、第２テーパー
ＴＰ２、突部１１Ｔ、第１テーパーＴＰ１を形成している。
第２テーパーＴＰ２は、図２に示すように第２端部側から第１端部側に下るように形成し
ている。
第１テーパーＴＰ１は、図２に示すように第２端部側から第１端部側に上るように形成し
ている。
図２、図３の例示では、第２テーパーＴＰ２の勾配（θ２）は、第1テーパーＴＰ１の勾
配（θ１）より大きく形成しているが、第１テーパーＴＰ１の勾配（θ１）は、第２テー
パーＴＰ２の勾配（θ２）より大きく形成してもよい。また第１テーパーＴＰ１の勾配（
θ１）と、第２テーパーＴＰ２の勾配（θ２）は、実質的に同じに形成してもよい。
【００２２】
後方部１０Ｂは、第１内径ＩＤ１と第２内径ＩＤ２とを有する。
第１内径ＩＤ１は、第１テーパーＴＰ１の第２端部から後方部１０Ｂの第１端部側の内径
である。さらにいえば、第１テーパーＴＰ１の第１端部から、段部１０ＤＳに至るまでの
内径である。
前記第２内径ＩＤ２は、前記突部１１Ｔを形成した区域の内径である。
さらにいえば、第２内径ＩＤ２は、第１テーパーＴＰ１と第２テーパーＴＰ２との間の内
径である。
第１内径ＩＤ１と第２内径ＩＤ２の大きさは、ＩＤ１＞ＩＤ２となるように形成している
。
第２テーパーＴＰ２、突部１１Ｔ、第１テーパーＴＰ１のそれぞれの長手方向の長さをそ
れぞれ、ＬＴＰ２、Ｌ１１Ｔ、ＬＴＰ１とすると、これらの長さの関係は、図２、図３の
例示では、ＬＴＰ２＞Ｌ１１Ｔ＞ＬＴＰ１の順に長くなるように形成しているが、固定具
１０（ロックナット）の緩みを防止できるのであれば、これらの長さの関係は、どのよう
にでも調節することができる。
【００２３】
［後方部１０Ｂの「第１内径ＩＤ１」、「第２内径ＩＤ２」と係止部４の「外径４Ｄ」と
の関係］
図２～図４に例示するように、係止部４の外径４Ｄは、固定具１０の後方部１０Ｂの第１
内径ＩＤ１よりも小さく形成している。
係止部４の外径４Ｄは、後方部１０Ｂの第２内径ＩＤ２よりも、大きく形成している。
外径４Ｄ、第１内径ＩＤ１及び第２内径ＩＤ２の大きさの関係は、（Ａ）第１内径ＩＤ１
＞外径４Ｄ＞第２内径ＩＤ２の順に大きく形成している。
または外径４Ｄと、第１内径ＩＤ１を同じに大きさに形成し、外径４Ｄと第１内径ＩＤ１
とを、第２内径ＩＤ２よりも大きく形成するようにしてもよい。
すなわち（Ｂ）（第１内径ＩＤ１＝外径４Ｄ）＞第２内径ＩＤ２。
　　係止部４の外径４Ｄは、少なくとも第２端部側の外径４Ｄが、前記（Ａ）、（Ｂ）の
条件を充足すればよい。
【００２４】
係止部４の外径４Ｄの大きさ（径）を１００とすると、ＩＤ２は、８０以上～９９以下、
例えば、８０、８５、９０、９１～９９、９５～９９、９６～９９、９７～９９、９８～
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９９に形成する。
ＩＤ２の大きさ（径）があまり大きくする（９９を超える）と、第１テーパーＴＰ１を形
成しづらくなる。すなわち、第１テーパーＴＰ１の勾配（θ１）が小さくなりすぎて、オ
スコネクタ２の係止部４の第２端部側と接触したときに、摩擦抵抗が生じにくくなる。換
言すれば、係合感ないし嵌合感がなくなる。このため固定具１０が第２端部側に移動しや
すくなり、ひいては、オスコネクタ２とメスコネクタ１５の接続部の締め付けが緩みやす
くなるので好ましくない。
逆にＩＤ２の大きさ（径）があまり小さくする（８０未満）と、（オスコネクタ２の第２
端部側に接続した）第２チューブＴＢ２の外周に、接触ないし引っ掛かりやすくなり、ひ
いては固定具１０が、第１端部側に移動しにくくなるので好ましくない。
【００２５】
係止部４の外径４Ｄの大きさ（径）を１００とすると、ＩＤ１の大きさは、１００（以上
）～１１０（以下）、好ましくは１００～１０５、より好ましくは、１０１～１０３に形
成する。
ＩＤ１の大きさをあまり小さく（１００未満）すると、オスコネクタ２の係止部４に接触
ないし引っ掛かりやすくなり、ひいては固定具１０が、第１端部側に移動しにくくなるの
で好ましくない。
ＩＤ１の大きさをあまり大きく（１１０を超える）すると、（ａ）第１テーパーＴＰ１の
勾配（θ１）が大きくなりすぎ、オスコネクタ２の係止部４の第２端部側と接触したとき
に、摩擦抵抗が生じにくくなる。換言すれば、係合感ないし嵌合感がなくなる。このため
固定部１０が第２端部側に移動しやすくなり、ひいては、オスコネクタ２とメスコネクタ
１５の接続部の締め付けが緩みやすくなるので好ましくない。また（ｂ）係止部４との間
の隙間が大きくなり、第１端部側に移動する際に、ガタついて、斜めに傾き、直進しずら
くなるので好ましくない。
【００２６】
以上のように第１テーパーＴＰ１の勾配（θ１）は、あまり小さくしすぎても、またあま
り大きくしすぎても好ましくない。
　第１テーパーＴＰ１の勾配（θ１）は、１５度～７５度、好ましくは２０度～７０度、
より好ましくは２５度～６５度、さらに好ましくは３０度～６０度、３５度～５５度、４
５～５０度の間に形成するのがよい。
【００２７】
［後述する図８のように］固定具１０で、オスコネクタ２とメスコネクタ１５の接続部を
外周から締め付けているときでも、オスコネクタ２の係止部４の第２端部側と固定具１０
の第１テーパーＴＰ１との接触部（係合部）との摩擦抵抗により、固定具１０が第２端部
側に移動して、オスコネクタ２とメスコネクタ１５の接続部の締め付けを緩むことがない
。
【００２８】
　　固定具１０は、オスコネクタ２とメスコネクタ１５の接続部を外側から覆って固定で
きるものであれば何でも採用することができる。
例えばいわゆるルアーロック（またはロックナットともいう）等を使用することができる
。
【００２９】
［メスコネクタ１５］
　　メスコネクタ１５は、図４（Ｂ）に例示するように、第１端部側の前方部１５Ｆと第
２端部側の後方部１５Ｂとからなる。
前方部１５Ｆは、側部方向に翼状の突起部１９を形成し、内壁にチューブ接続部１６（溝
ないし凹部ともいう）を形成している。
後方部１５Ｂは、第２端部側の側部方向に螺子１８を形成している。
後方部１５Ｂの内周壁は、第２端部側から第１端部側に下るテーパー（図中の符号略）を
形成して、オスコネクタ２の前方部２Ｆ（テーパーを有する、図中の符号略）が挿入でき
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るように形成している。
螺子１８は、固定具１０の螺子１１と螺合される。
【００３０】
　　なお参考例と本発明では、螺子１１、１８は、図１～図１０では、「右螺子」を現わ
している。
「右螺子」とは、当該右螺子を形成した部品を右方向（時計と同じ方向）に回転させると
前進し、左方向（時計と反対方向）に回転させると後退する螺子を意味する。
なお「左螺子」とは、当該左螺子を形成した部品を左方向（時計と反対方向）に回転させ
ると前進し、右方向（時計と同じ方向）に回転させると後退する螺子を意味する。
【００３１】
　　参考例の接続部材１の使用方法の一例について、図３～図１０を参照しながら説明す
る。
（１）図４の例示では、第１端部側から第２端部側に向けて、メスコネクタ１５、オスコ
ネクタ２、固定具１０の順に配置している。
メスコネクタ１５の第１端部側には、第１チューブＴＢ１を接続し、オスコネクタ２の第
２端部側には、第２チューブＴＢ２をそれぞれ接続している。
（２）図５に例示するように、第２チューブＴＢ２の外周に、第２端部側から固定具１０
を装着する。
オスコネクタ２の前方部２Ｆの第１端部側を、メスコネクタ１５の後方部１５Ｂの第２端
部側から挿入し、メスコネクタ１５の前方部１５Ｆ側へ押し進める。
【００３２】
（３）図５～図６に例示するように固定具１０を右回転させて、固定具１０の前方部１０
Ｆの第１端部側が、オスコネクタ２の係止部４を乗り超えて、メスコネクタ１５の第２端
部側の壁に接触ないし近づく。
（４）さらにオスコネクタ２の前方部２Ｆの第１端部側を、メスコネクタ１５の後方部１
５Ｂの第２端部側へ深く挿入し、固定具１０を右回転させる。
螺子１１がオスコネクタ２の係止部４に沿って、右回転することにより、固定具１０が第
１端部方向へ移動する。
図７（Ａ）に例示するように固定具１０の第１端部側の螺子１１がメスコネクタ１５の第
二端部側の螺子１８に引っかかった後、固定具１０をさらに右回転させると、固定具１０
の螺子１１とメスコネクタ１５の螺子１８同士の相互の螺子作用により、固定具１０はメ
スコネクタ１５方向に移動して、図８に示すようにオスコネクタ２とメスコネクタ１５の
接続部を外周から覆う。
【００３３】
図８（Ｂ）に示すように、オスコネクタ２の係止部４の第２端部側が、第１テーパーＴ１
に接触して、係合される。
　　図８（Ｂ）のように、固定具１０の前方部１０Ｆの内壁で、オスコネクタ２とメスコ
ネクタ１５の接続部を側部方向から締め付けることができる。
係止部４の第２端部側が、第１テーパーＴ１に係合され、これらのオスコネクタ２の係止
部４の第２端部側と固定具１０の第１テーパーＴＰ１と接触部の摩擦抵抗により、固定具
１０が緩む方向（第２端部側）に移動して、オスコネクタ２とメスコネクタ１５の接続部
の締め付けを緩むことがない。
【００３４】
（５）オスコネクタ２をメスコネクタ１５から取り外す場合は、図９に例示するように、
固定具１０を左回転すると、固定具１０の螺子１１とメスコネクタ１５の螺子１８同士の
相互の螺子作用により、固定具１０が第２端部側へ移動し、オスコネクタ２の係止部４の
第２端部側と固定具１０の第１テーパーＴＰ１との係合がはずれる。
（６）図１０に例示するように、固定具１０をオスコネクタ２に装着した状態で、第２端
部側へ移動させて、オスコネクタ２とメスコネクタ１５との接続を解除する。
【００３５】
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　　また参考例の接続部材１において、前記固定具１０に代えて、図１１の固定具１０´
を採用することができる。
　以下、図１１の固定具１０´を採用した本発明の接続部材１について説明する。
固定具１０´は、突部１１Ｔ´の第１端部側に、段部１１ＤＳを形成したものである。
さらにいえば、第１テーパーＴＰ１の第２端部側にストレート部１１Ｓ（長手方向に沿っ
てストレートに形成された部分）を形成し、当該ストレート部１１Ｓの第２端部側に段部
１１ＤＳを形成している。
固定具１０´は、突部１１Ｔ´の第１端部側が段部１１ＤＳになっている。
第１テーパーＴＰ１は、オスコネクタ２のいわゆる「さそい」として機能する。
ストレート部１１Ｓは、オスコネクタ２のいわゆる「緩み防止」として機能する。
段部１１ＤＳは、オスコネクタ２のいわゆる「ストッパー」として機能する。
以下、図１１の固定具１０´について説明する。
〈１〉図１２に示すように、オスコネクタ２の係止部４の第２端部４．２Ｔ側が、第１テ
ーパーＴＰ１に接触する。
〈２〉前記係止部４の第２端部４．２Ｔは、第１テーパーＴＰ１に沿って下るように、第
２端部方向に移動する。
〈３〉図１３に示すように、前記係止部４の第２端部４．２Ｔは、ストレート部１１Ｓを
経て、段部１１ＤＳと接触する。
【００３６】
前記係止部４の第２端部４．２Ｔ側は、外側（外周）から固定具１０´のストレート部１
１Ｓより外圧を受け、段部１１ＤＳに接触して固定される。
これによりオスコネクタ２の係止部４の第２端部４．２Ｔ側は、ストレート部１１Ｓとの
摩擦抵抗と、段部１１ＤＳ（ストッパー）との接触により、固定部１０´が緩む方向（第
２端部側）に移動して、オスコネクタ２とメスコネクタ１５の接続部の締め付けを緩むこ
とがない。
【００３７】
固定具１０´は、後方部１０Ｂの第１内径ＩＤ１と第２内径ＩＤ２との間に第３内径ＩＤ
３を有する。
第３内径ＩＤ３は、第１テーパーＴＰ１の第２端部側から突部１１Ｔ´の第１端部側（段
部１１ＤＳ）に至るまでの内径である。
第３内径ＩＤ３は、長さＬ１１Ｓを有する。
第１内径ＩＤ１、第２内径ＩＤ２及び第３内径ＩＤ３の大きさは、ＩＤ１＞ＩＤ３＞ＩＤ
２となるように形成している。
前記したようにストレート部１１Ｓに、オスコネクタ２のいわゆる「緩み防止」機能を付
与するために、係止部４の外径４Ｄの大きさ（径）を１００とすると、ＩＤ３の大きさは
、９９～９５、好ましくは９９～９７、より好ましくは９８に形成するのが良い。
第２テーパーＴＰ２、突部１１Ｔ、第１テーパーＴＰ１、ストレート部１１Ｓのそれぞれ
の長手方向の長さをそれぞれ、ＬＴＰ２、Ｌ１１Ｔ、ＬＴＰ１、長さＬ１１Ｓとすると、
これらの長さの関係は、図１１の例示では、Ｌ１１Ｓ＞Ｌ１１Ｔ＞ＬＴＰ２＞ＬＴＰ１の
順に長くなるように形成しているが、固定具１０´（ロックナット）の緩みを防止できる
のであれば、これらの長さの関係は、どのようにでも調節することができる。
【００３８】
固定具１０、１０´、オスコネクタ２、メスコネクタ２の構成材料として、硬質部材ない
し半硬質部材が好ましい。
硬質部材ないし半硬質部材であれば何でもよいが、その中でも、例えばポリカーボネート
、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ＡＢＳ、メタクリル樹脂、アクリル樹
脂等の硬質ないし半硬質プラスチック等が使用される。
　　なお硬質部材とは曲げ弾性率が７００ＭＰａ（ＡＳＴＭ Ｄ７９０）以上の硬質プラ
スチックを全て含み、半硬質部材とは曲げ弾性率が７０ＭＰａを超え７００ＭＰａ未満の
半硬質プラスチックを全て含む。
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参考例と本願発明では、オスコネクタ２の係止部４の第２端部側と固定具１０、１０´の
第１テーパーＴＰ１との接触部［係合部］との摩擦抵抗により、係合を維持するものであ
るから、オスコネクタ２を硬質の樹脂で形成し、固定具１０、１０´を半硬質の樹脂で形
成するのが好ましい。
また、オスコネクタ２を半硬質の樹脂で形成し、固定具１０、１０´を硬質の樹脂で形成
してもよい。
【符号の説明】
【００４０】
１接続部材
２オスコネクタ
２Ｆ　　　前方部
２Ｍ　　　中間部
２Ｂ　　　後方部
４　　　　係止部
４．２Ｔ　（係止部の）第２端部
１０　　　固定具（ルアーロック）
１０´ 　 固定具（ルアーロック）
１０Ｆ　  前方部
１０Ｂ　  後方部
１０ＤＳ　段部
１１　　　螺子
１１Ｔ　  突部
１１Ｔ´  突部
１１ＤＳ　段部
１１Ｓ　  ストレート部
１５　　  メスコネクタ
１５Ｆ　  前方部
１５Ｂ　  後方部
１８　　  螺子
１９　　  翼状の突起部
ＴＢ１　  第１チューブ
ＴＢ２　  第２チューブ
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